
1992 年以来エコテックス規格 100 は、繊維製品（皮革製
品含む）の川上から川下全体にわたり安全性の国際規格に
なっています。現在、世界中の繊維製品及び衣料業界に携
わる企業がエコテックスの認証を取得しています。現在有
効な認証件数は 9000 を超えています。
これまでに数百万点の繊維・皮革製品に対して 7万枚以
上の認証書を発行しているエコテックス規格 100 は、繊維・
皮革製品が有害物質の試験を受けたことを示す著名なラベ
ルになっています。
このエコテックスシステムにより、試験に合格し認証を
受けた繊維・皮革製品には、健康を損なう恐れのある有害
物質が含まれていないという保証が得られます。

1．繊維・皮革製品に使用されている有害物質と
エコテックス規格 100 による規制

エコテックス規格 100 での試験項目は、現在 100 項目以
上の試験から成り立っています。規制値の最初の部分は、
健康被害を及ぼす物質で、一カ国以上で明白に法制化され
た対象の物質を扱っています。これらには、発ガン性芳香
族アミン（アゾ系染料の構成要素で、発ガン性を疑われる
物）や塩素化ベンゼン・トルエン、又防腐剤のペンタクロ
ロフェノール等の塩素系フェノールがあります。
規制対象農薬リストは、長期間に渡る農薬使用での潜在
的問題へ注意を促すために、当初の 22 種類から 60 種類へ
拡張されました。
健康に害を及ぼす物質を取り扱う、もう一つの試験項目
のグループとしてアレルギー誘発性染料やホルムアルデヒ
ドがあります。ホルムアルデヒドの規制値は、日本の法律
で規制されている厳しい要求に正確に合わせたものです。
（法律 112）
健康に害を及ぼす重金属のカドミウム、水銀、鉛やニッ
ケルは、エコテックス試験において衣類着用時の転移シ

ミュレーションとして人工汗液を用いて抽出されます。
土壌や汚染物質の処理から、天然繊維には重金属が含ま
れる可能性があります。例えば、金属を含む化学汚染物質
が製造時生じるかも知れず、又はある種の合金では重金属
の添加が不可欠な場合があります。種々の繊維製品や付属
品の重金属試験を行う際には、これらの危険性を全て考慮
して体系的に実施しています。

非繊維素材の付属品、例えば金属製ボタンなどは汗との
接触の結果溶出してくるニッケルの可能性だけを調べるの
ではありません。その製品の老朽化に伴う変化をも、摩滅
／腐植試験により評価しています。これらの試験によって、
表面をコーティングされたニッケル製品であっても、使用
されている材料が安全かどうか確認できるわけです。長期
間の使用後でもニッケルは溶出してはならないのです。

エコテックス規格 100 が規制している物質とその毒性につ
いての一例をあげます。

エコテックス規格 100 について
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野 畠 厚 雄

・発ガン性芳香族アミン（特定のアゾ系染料から出てく
る、禁止MAKアミン）
・発ガン性やアレルギー誘発性染料
・ホルムアルデヒド
・農薬
・フェノール類
・塩素化ベンゼン・トルエン（キャリア他）
・抽出可能重金属：Ni、Cd、Cr、Cr（6 価）等
・染色堅牢度
・pH値
・フタレート類
・有機スズ化合物（TBT DBT TPhT）
・揮発性物質放出量（VOC）
・臭気
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2．エコテックス規格 100 の 4つの製品分類
エコテックス規制 100 は、次の 4つに製品分類されます。
対象：完成品、半製品および付属品

製品分類Ⅰ：50％（日本での認証取得割合）
3歳未満の乳幼児用製品

製品分類Ⅱ：45%
通常使用時、大部分の表面が肌と直接接触する製品、例え
ばブラウス、シャツ、下着、寝装品やベッドシーツ類

製品分類Ⅲ：2%
通常使用時、殆ど又は一部分のみの表面が肌と直接接触す
る製品、例えば上着、コート、芯地

製品分類Ⅳ：3%
テーブル掛けやカーテン等装飾品、マットレス、壁紙や床
のカバリング

製品を 4つの製品分類の 1つに割り当てる場合、繊維製
品の用途に従い、区別が行われます。即ち、皮膚との接触
分野が多くなればなるほど規格も厳しくなります。
エコテックス規格 100 では、乳幼児には特別な保護が必
要であるとみなしています。製品分類Ⅰでは、乳幼児の皮
膚がとても敏感であることを考慮し、ベビー用品すべてに
最も厳しい基準を課しています。ホルムアルデヒドを含む
付属品はすべて使用禁止されています。染色／プリント品
では乳幼児がなめても色素が流れ出ないように、唾液に対
して堅牢であることも必要です（この厳しい唾液に対して
の染色堅ろう度試験は製品分類Ⅰでのみ実施されます：乳
幼児対象汗も同様）。

3．エコテックス国際共同体
1990 年代の初めに、創立者であるオーストリアのウィー
ンにある繊維研究所とドイツのバーニグハイムにあるホー
エンシュタイン研究所が、既存の有害物質に関する試験規
制に基づいてエコテックス規格 100 の創案と規制値リスト
を開発しました。
その後ヨーロッパを中心に広まり、現在は世界で 40 ケ

国の地域で活躍しています。
日本では、�日本染色検査協会が平成 12 年 2 月にエコ

テックス国際共同体のメンバーとして正式加入しました。
日本では、�日本染色検査協会が唯一の認証試験研究機関
となっています。表は全世界の申請窓口です。

規制値リストは毎年共同体で更新され、最新の必要性に
応じて改定されます。この規制値全体は現行の国家規制よ
りはるかに厳しい基準になっています。
世界中のすべての研究所は、同一の試験方法と規格に厳
格に従い、試験を行っています。

4．エコテックス規格 100 の認証
エコテックス規格 100 の認証取得には、規格で定められ
た全条件を満たさなければならなく、その時にエコテック
ス規格 100 認証マークを付ける許可を受けます。
又は、適合性に関する要求事項を満たす事も必要になっ
てきます。つまり、自社製品の品質保証体制を構築し維持
管理する事が規定されています。必要により、その維持管
理状況は、エコテックス国際共同体の監査人や�日本染色
検査協会から監査を受けることがあります。
又、全体の 15％の認証製品に対して試買試験での分析
試験を行い、製品の適合性をチェックします。

エコテックス規格 100 の認証は、次の手順で行われます。

手順 1
申請者は、�日本染色検査協会と申請の打ち合わせを行
います。
用途別による製品分類と申請対象範囲を決定します。

手順 2
申請者は、認証対象製品を製造するための情報を「申請
書」に記載し、提出します。（原料、染料リストや助剤等
の添付資料必要）
申請内容が正しいことを保証し、署名／捺印します。

規制物質 毒性

染料 発ガン性
アレルギー

農薬 内分泌かく乱（環境ホルモン）

重金属
皮膚障害
イタイイタイ病（カドミウム）
水俣病（水銀）など

ホルムアルデヒド 皮膚・呼吸障害 発ガン性

有機スズ 内分泌かく乱（環境ホルモン）

塩素化ベンゼン・トルエン 発ガン性

ヨーロッパ アジア アフリカ 南北アメリカ

オーストリア ハンガリー 日 本 タ イ エジプト アメリカ

ド イ ツ ギリシャ 中国（北京）スリランカ チュニジア メキシコ

ス イ ス ロ シ ア 中国（上海）ベトナム 南アフリカ ブラジル

フランス ルーマニア 中国（香港）マレーシア ペ ル ー

ベルギー ブルガリア 韓 国 シ リ ア

イギリス ト ル コ 台 湾

イタリア ポーランド イ ン ド

スペイン スロバキア インドネシア

ポルトガル パキスタン

デンマーク シンガポール

スウェーデン バングラディッシュ
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手順 3
提出する試験用サンプルは、認証対象製品を代表してい
る事が義務付けられます。（サンプルの素材や製法に関す
るデータ添付）
試験サンプルは、�日本染色検査協会で分析され、規制
値へ適合しているかどうか確認されます。

手順 4
現在生産中又は今後生産される認証対象製品が、試験用
サンプルと常に同一であることを保証する「適合性宣言
書」を提出します。（申請書と同時提出可）

手順 5
上記がすべて正しく行われた場合、エコテックス規格
100 の認証書が交付され、認証マークの使用が可能になり
ます。

手順 6
認証対象製品の内容が正しく管理されていることを確認
するために、�日本染色検査協会は必要に応じて、追加試
験を行う権利を有します。

エコテックス国際共同体の試験研究所は次のとおりです。

ご質問、お問い合わせ先：
財団法人 日本染色検査協会 エコテックス事業所
野畠、瀧波
124－0012 東京都 葛飾区 立石 4－2－8
Tel : 03－5670－3604
Fax : 03－5670－3751
URL : www.nissenken.or.jp
E-mail : oeko-tex@nissenken.or.jp

全種類の文書、最新の規制値表および背景に関する広範
囲な情報については、www.oeko-tex.com（エコテック国際
共同体事務局ホームページ）をご覧下さい。
日本語でもご覧になれます。

オーストリア OTI オーストリア繊維規格（OTI100）を作る
ド イ ツ ホーヘンシュタイン試験研究所 衣服生理学において先駆的研究
ス イ ス TESTEX 1846 年スイス絹染色研究所として設立
フ ラ ン ス 繊維試験技術センター 素材の表面処理等の研究開発
ベ ル ギ ー CENTEXBEL 機能繊維、カーペット、家具用繊維素材の研究
イ ギ リ ス Shirley 1952 年ノーベル化学賞受賞
イ タ リ ア CENTROCOT 認証の数はドイツ、中国（TESTEX）に次いで 3位
ス ペ イ ン AITEX ホームテキスタイル分野での品質試験
ポルトガル CITEVE 1937 年設立（ポルトガル繊維・衣料産業）
デンマーク DTI 1906 年設立（環境科学に関する研究）
スウェーデン IFP 研究所 高分子化学の研究が専門
ハンガリー INNOVATEXT 織物での革新に注力
ギ リ シ ャ CLOTEFI-ETAKEI 1986 年設立 繊維総合研究所
日 本 �日本染色検査協会 日本での認証機関
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エコテックス規格 100－規制値（概要）
素材等により規制項目は異なります。詳細はお問い合わせ下さい。

（2009 年/2 版）
�日本染色検査協会
エコテックス事業部
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